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   流山市子ども医療費の助成に関する条例の制定について  

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び流山市議会会

議規則第１４条第１項の規定により提出します。  
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   〃     植田  和子  

 

 

 

 

 

 

提案理由  来年４月、子育てにやさしいまちづくり条例施行後、１５年

目にあたり、「子育てにやさしい街」と市民がより感じていただ

けるよう、助成対象年齢の拡大を図ることから、こども医療費

助成制度について所要の規定の整備を行うため。  

  



流山市子ども医療費の助成に関する条例  

（目的）  

第１条  この条例は、子どもの医療費を負担する保護者に、当該医療費

の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び

保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子

育て支援の充実に寄与することを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）子ども  １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ  

る者をいう。  

（２）保護者  子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子ど  

もを現に監護する者をいう。  

（３）保険給付  規則で定める社会保険及び国民健康保険に関する法令  

（以下「医療保険各法」という。）の規定による医療に関する給付を

いう。  

（助成対象者）  

第３条  この条例による助成を受けることができる者（以下「助成対象

者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とす

る。  

（１）本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者  

（２）保険給付を受けることができる者  

（助成の範囲）  

第４条  市長は、子どもの疾病又は負傷について、次に掲げる額から別

表に定める子ども医療自己負担金を控除した額（各号の規定により算

出した金額が別表に定める子ども医療自己負担金に満たないときは、

その額。）を助成する。ただし、保険調剤については、別表に定める世

帯区分にかかわらず、次の額を助成する。  

（１）保険給付を受けた場合における医療費のうち、助成対象者が負担

すべき額（以下「一部負担金」という。）  

（２）国、県又は市が公費負担医療制度による給付を行う場合において

は、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負

担すべき額（以下「自己負担金」という。）  



２  前項の規定にかかわらず、医療保険各法の規定に基づく規約等によ

り附加給付金の支給があった場合は、当該助成する額からその額を控

除するものとする。  

（助成の方法）  

第５条  この条例による助成は、市の子ども医療助成事業の実施につい

て委託を受けた病院、診療所、薬局又はその他の者に助成する額を支

払うことにより行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、助成する額を助成対象者に支払うことにより行うことができる。  

２  前項ただし書の規定による助成を受けようとする助成対象者は、一

部負担金又は自己負担金の支払を行った日の翌日から起算して２年以

内に助成の申請を行わなければならない。  

（受給券の交付）  

第６条  この条例による助成を受けようとする助成対象者は、あらかじ

め規則の定めるところにより市長に申請し、受給券の交付を受けなけ

ればならない。  

（助成の開始）  

第７条  この条例による助成は、規則で定める場合を除き、前条の規定

による申請を市長が受理した日から開始する。  

（届出の義務）  

第８条  受給券の交付を受けた助成対象者は、第６条の規定により申請

した内容に変更が生じたとき、又は当該受給券に記載された子どもが

次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出るとと

もに、受給券を返還しなければならない。  

（１）第３条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。  

（２）子どもでなくなったとき。  

（損害賠償との調整）  

第９条  市長は、保険給付について、その原因が第三者の行為によって

生じたものであり、かつ、その医療費の全部又は一部につき、子ども

が第三者から損害賠償を受けたときは、その限りにおいてこの条例に

よる助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。  

（助成金の返還）  

第１０条  市長は、偽りその他不正な行為によりこの条例による助成を

受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を



返還させることができる。  

（報告等）  

第１１条  市長は、この条例による助成に関し必要があると認めたとき

は、助成対象者に対して報告を求め、又は質問することができる。  

（委任）  

第１２条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日

前においても行うことができる。  

（経過措置）  

３  流山市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に

行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。  

別表（第４条第１項）  

世帯区分  
子ども医療自己負担金（円）  

入院１日又は通院１回当たり  

生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯であって、医療扶

助単一給付のものであり自己負担のある

場合又は市町村民税非課税世帯若しくは

市町村民税所得割非課税世帯であって、

市町村民税均等割のみ課税世帯  

０  

市町村民税所得割課税世帯  ２００  

 


